
 

 

 

 

令和４年７月１日現在 

区分 制度・サービス等 概  要  等 担 当 課 そ の 他 

暮  

ら  

し   

・   

手  
続  
き  

等 

市営住宅の入居 市営住宅にパートナーと入居申請が

できる。 

建築営繕課 

（０８５９－ 

47-1059） 

 

住民票 ・続柄を「縁故者」とすることができる。 

・住民票同一世帯のパートナーは、住

民票の写しの請求が同一世帯員とし

てできる。 

市民課 

（０８５９－

47-1033） 

 

国民健康保険制度 住民票同一世帯のパートナーは委任

状を省略できる。 

市民課 

（０８５９－

47-1035） 

 

後期高齢者医療制

度 

住民票同一世帯のパートナーは委任

状を省略できる。 

 

市税に関する証明 住民票同一世帯のパートナーは委任

状を省略できる。 

税務課 

（０８５９－

47-1017） 

 

課税状況等の照会 住民票同一世帯のパートナーは委任

状を省略できる。 

 

土地家屋価格等縦

覧帳簿の縦覧 固

定資産税の課税内

容の照会 

住民票同一世帯のパートナーは委任

状を省略できる。 

税務課 

（０８５９－

47-1018） 

 

納税証明の交付申

請 

住民票同一世帯のパートナーは委任

状を省略できる。 

収税課 

（０８５９－

47-1113） 

 

空き家活用補助金 空き家のリフォームや撤去に関する補

助金を利用することができる。 

 

都市整備課 

（０８５９－

47-1015） 

除却→法定相続人

の了解が必要。 

利活用→居住するも

しくは所有権を取得

する必要あり。 

生活保護 生計同一世帯の場合は同一世帯とし

て申請ができる。 

福祉課 

（０８５９－

47-1047） 

 

生活困窮者自立支

援事業 

生計同一世帯の場合は同一世帯とし

て申請ができる。 

 

個人情報開示請求 亡くなったパートナー、委任状を提出

できないパートナーの個人情報の開

示請求ができる。 

総務課 

（０８５９－

47-1007） 

 

境港市パートナーシップ宣誓制度により利用しやすくなる行政サービス等 

 



区分 制度・サービス等 概  要  等 担 当 課 そ の 他 

障
が
い
者
福
祉 

身体障がい者など

に対する軽自動車

税の減免 

重度の身体障がい者などの方と生計

同一者の場合は申請ができる。 

税務課 

（０８５９－

47-1017） 

 

日常生活用具給付 パートナーが代理申請できる。 福祉課 

（０８５９－

47-1121） 

 

障がい者住宅改造

費補助 

補助金の申請について、二人が同居

する場合は同一世帯とみなす。 

 

高  

齢  

者  

福  

祉 

日常生活支援（家

族介護用品支給な

ど） 

おむつを使用している在宅の高齢者

を介護しているパートナーは家族とし

て申請できる。 

長寿社会課

（０８５９－４７

－１０３９） 

 

緊急通報装置 パートナーが代理申請できる。  

要介護認定の申請 家族による代理手続きと同様にパート

ナーからも申請ができる。 

長寿社会課

（０８５９－４７

－１０３８） 

 

高齢者等住宅改良

費補助 

補助金の申請について、二人が同居

する場合は同一世帯とみなす。 

 

家族介護教室 高齢者を介護しているパートナーを家

族として扱う。 

長寿社会課

（０８５９－４７

－１１３１） 

 

そ  

の  

他 

市営墓地の使用 パートナーを埋葬することができる。 都市整備課 

（０８５９－

47-1065） 

 

市営墓地の使用承

継 

パートナーも使用権の承継が可能と

なる。 

 

埋火葬の許可申請 パートナーが埋火葬の許可申請でき

る。 

市民課 

（０８５９－

47-1033） 

 

※制度ごとに所定の要件あり。 

 

  このほか、パートナーシップ宣誓を行った境港市の職員については、パートナーとの関係において、慶弔や介護に関す

る休暇が取得できるほか、パートナーを扶養親族として扶養手当等の支給、職員互助会による祝金等の給付（市職員

による積み立てから支給）を受けることができます。 


